
監 事 監 査 報 告 書 

 

 

私ども 監事は、 国立大学法人法第 11 条第 6 項及び国立大学法人法施行規則第 1 条の 2 に基づき 、

国立大学法人大阪大学の 2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までの第 21 期事業年度の業務につ

いて監査を実施し 、 協議のう え、 本監査報告書を作成し 、 以下のと おり 報告いたし ます。  

 

 

１ ． 監査の方法及びその内容 

 

監事は、 国立大学法人大阪大学監事及び監事監査規程等に従い、 役員会その他重要な会議に

出席する ほか、 役員（ 監事を除く 、 以下同じ） 等から 事業の報告を聴取し 、 重要な決裁書類等

を閲覧し 、 本部、 学部、 附属病院及びその他の主要な事業所において、 業務及び財産の状況を

調査しました。 また、 国立大学法人施行規則第 1 条の 4 で定めら れている子法人と の意思疎通

及び情報の交換を図り 、 会計監査人及び学内の監査部署である監査室と の連携強化のため定期

的に三者協議会を開催すると と も に、 会計監査人から 報告、 説明を受け、 財務諸表（ 含連結財

務諸表） につき検討を加えました。  

 

２ ． 監査の結果 

 

( 1) 業務においては、法令等に従って適正に実施さ れており 、また、中期目標の着実な達成に向

け効果的かつ効率的に実施さ れているこ と を認めます。  

( 2) 役員若し く は運営方針委員の職務の執行が法令等に適合するための体制及び業務の適正を

確保するための体制が、 業務方法書等の見直しにより 適切に整備、 運用さ れているこ と を認

めます。  

( 3) 役員若し く は運営方針委員の職務の遂行に関し 、不正の行為又は法令等に違反する重大な事

実は認めら れませんでした。  

( 4) 財務諸表（ 利益の処分に関する 書類（ 案） を除く ） は、 国立大学法人会計基準並びに一般に

公正妥当と 認めら れる会計基準に準拠し て作成さ れ、 法人の財政状態及び運営状況等を適正

に表示し ているこ と を認めます。  

( 5) 利益の処分に関する書類（ 案） は、 法令に適合し ているも のと 認めます。  

( 6) 事業報告書は、 業務運営の状況を正し く 示しているも のと 認めます。  

( 7) 決算報告書は、 予算の区分に従って決算の状況を正し く 示しているも のと 認めます。  

( 8) 会計監査人有限責任監査法人ト ーマツの監査の方法及び結果は、 相当であると 認めます。  

( 9) 内部統制システムに係る業務方法書の変更及びその他の内部統制システムの整備及び運用

については適切であると 認めます。  
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